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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

 
2018年度第３四半期 

連結累計期間 
2019年度第３四半期 

連結累計期間 
2018年度 

 
(自2018年４月１日 

 至2018年12月31日) 
(自2019年４月１日 
 至2019年12月31日) 

(自2018年４月１日 
 至2019年３月31日) 

経常収益 百万円 16,041 16,035 21,129 

経常利益 百万円 2,052 1,585 1,530 

親会社株主に帰属する 

四半期純利益 
百万円 1,285 963 ―― 

親会社株主に帰属する 

当期純利益 
百万円 ―― ―― 1,278 

四半期包括利益 百万円 △1,987 1,399 ―― 

包括利益 百万円 ―― ―― 857 

純資産額 百万円 52,548 56,311 55,393 

総資産額 百万円 1,101,757 1,115,875 1,099,040 

１株当たり四半期純利益 円 143.46 107.28 ―― 

１株当たり当期純利益 円 ―― ―― 142.63 

潜在株式調整後 

１株当たり四半期純利益 
円 122.16 91.52 ―― 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 
円 ―― ―― 121.48 

自己資本比率 ％ 4.72 5.00 4.99 

 

 
2018年度第３四半期 

連結会計期間 
2019年度第３四半期 

連結会計期間 

 
(自2018年10月１日 

 至2018年12月31日) 
(自2019年10月１日 
 至2019年12月31日) 

１株当たり四半期純利益 円 39.17 13.39 

（注）１ 当行及び連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

２ 自己資本比率は、（（四半期）期末純資産の部合計－（四半期）期末新株予約権－（四半期）期末非支配株

主持分）を（四半期）期末資産の部の合計で除して算出しております。 

 

２【事業の内容】

 当第３四半期連結累計期間において、当行及び当行の関係会社が営む事業の内容については、重要な変更はありま

せん。また、主要な関係会社についても、異動はありません。 
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

 当第３四半期連結累計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に異常な変動等はなく、

前連結会計年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」に重要な変更はありません。 

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

 以下の記載における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。 

(1）財政状態及び経営成績の状況 

 当第３四半期連結累計期間における経営成績につきましては、経常収益は、銀行業務におけるその他経常収益の

減少などから前年同四半期連結累計期間比５百万円減少して、160億35百万円となりました。セグメント別にみま

すと、銀行業務で122億77百万円（前年同四半期連結累計期間比２億42百万円減少）、リース業務で40億50百万円

（前年同四半期連結累計期間比２億29百万円増加）となりました（セグメント間の内部経常収益を含む。）。一

方、経常費用は、銀行業務におけるその他業務費用及びその他経常費用の増加などから前年同四半期連結累計期間

比４億61百万円増加して、144億50百万円となりました。セグメント別にみますと、銀行業務で108億59百万円（前

年同四半期連結累計期間比３億円増加）、リース業務で38億79百万円（前年同四半期連結累計期間比１億54百万円

増加）となりました。 

 以上の結果、経常利益は15億85百万円（前年同四半期連結累計期間比４億67百万円減少）となり、また、親会社

株主に帰属する四半期純利益は９億63百万円（前年同四半期連結累計期間比３億21百万円減少）となりました。な

お、セグメント経常利益は、銀行業務で14億18百万円の経常利益（前年同四半期連結累計期間比５億42百万円減

少）、リース業務で１億70百万円の経常利益（前年同四半期連結累計期間比75百万円増加）となりました。 

 財政状態につきましては、総資産は当第３四半期連結累計期間中168億35百万円増加して１兆1,158億75百万円と

なり、純資産は当第３四半期連結累計期間中９億18百万円増加して563億11百万円となりました。 

 連結ベースの主要勘定につきましては、預金は、当第３四半期連結累計期間中155億97百万円増加して１兆452億

52百万円となりました。貸出金は、当第３四半期連結累計期間中41億13百万円増加して6,170億73百万円となりま

した。有価証券は、当第３四半期連結累計期間中77億79百万円増加して4,062億11百万円となりました。 
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国内・国際業務部門別収支 

 当第３四半期連結累計期間における資金運用収支は合計で前年同四半期連結累計期間比１億４百万円増加し96億

65百万円となりました。 

 業務部門別にみますと、国内業務部門においては前年同四半期連結累計期間比２百万円減少し95億３百万円とな

り、国際業務部門においては前年同四半期連結累計期間比１億７百万円増加し１億62百万円となりました。 

 また、役務取引等収支は合計で前年同四半期連結累計期間比１億50百万円増加し△１億59百万円となり、その他

業務収支は合計で前年同四半期連結累計期間比３億74百万円減少し１億71百万円となりました。 

種類 期別 
国内業務部門 国際業務部門 合計 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

資金運用収支 
前第３四半期連結累計期間 9,505 55 9,560 

当第３四半期連結累計期間 9,503 162 9,665 

うち資金運用収益 

前第３四半期連結累計期間 9,732 64 
2 

9,794 

当第３四半期連結累計期間 9,698 184 
3 

9,880 

うち資金調達費用 

前第３四半期連結累計期間 226 9 
2 

233 

当第３四半期連結累計期間 195 22 
3 

215 

役務取引等収支 
前第３四半期連結累計期間 △317 7 △309 

当第３四半期連結累計期間 △167 8 △159 

うち役務取引等収益 
前第３四半期連結累計期間 865 10 876 

当第３四半期連結累計期間 965 11 977 

うち役務取引等費用 
前第３四半期連結累計期間 1,183 3 1,186 

当第３四半期連結累計期間 1,133 3 1,136 

その他業務収支 
前第３四半期連結累計期間 525 20 545 

当第３四半期連結累計期間 174 △3 171 

うちその他業務収益 
前第３四半期連結累計期間 4,290 20 4,310 

当第３四半期連結累計期間 4,318 48 4,367 

うちその他業務費用 
前第３四半期連結累計期間 3,764 － 3,764 

当第３四半期連結累計期間 4,144 51 4,195 

（注）１ 「国内業務部門」とは国内店の円建取引、「国際業務部門」とは国内店の外貨建取引であります。ただし、

円建対非居住者取引は国際業務部門に含めております。 

２ 資金運用収益及び資金調達費用の合計欄の上段の計数は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利

息であります。 
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国内・国際業務部門別役務取引の状況 

 当第３四半期連結累計期間における役務取引等収益は、合計で前年同四半期連結累計期間比１億円増加し９億77

百万円となりました。 

 また、役務取引等費用は、合計で前年同四半期連結累計期間比50百万円減少し11億36百万円となりました。 

種類 期別 
国内業務部門 国際業務部門 合計 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

役務取引等収益 
前第３四半期連結累計期間 865 10 876 

当第３四半期連結累計期間 965 11 977 

うち預金・貸出業務 
前第３四半期連結累計期間 186 － 186 

当第３四半期連結累計期間 259 － 259 

うち為替業務 
前第３四半期連結累計期間 318 10 328 

当第３四半期連結累計期間 317 11 328 

うち証券関連業務 
前第３四半期連結累計期間 21 － 21 

当第３四半期連結累計期間 25 － 25 

うち代理業務 
前第３四半期連結累計期間 143 － 143 

当第３四半期連結累計期間 147 － 147 

うち保護預り・貸金庫業務 
前第３四半期連結累計期間 0 － 0 

当第３四半期連結累計期間 0 － 0 

うち保証業務 
前第３四半期連結累計期間 8 0 8 

当第３四半期連結累計期間 9 0 9 

役務取引等費用 
前第３四半期連結累計期間 1,183 3 1,186 

当第３四半期連結累計期間 1,133 3 1,136 

うち為替業務 
前第３四半期連結累計期間 80 3 83 

当第３四半期連結累計期間 83 3 86 

（注） 「国内業務部門」とは国内店の円建取引、「国際業務部門」とは国内店の外貨建取引であります。ただし、円

建対非居住者取引は国際業務部門に含めております。 
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国内・国際業務部門別預金残高の状況 

○ 預金の種類別残高（末残） 

種類 期別 
国内業務部門 国際業務部門 合計 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

預金合計 
前第３四半期連結会計期間 1,033,940 1,621 1,035,561 

当第３四半期連結会計期間 1,043,346 1,906 1,045,252 

うち流動性預金 
前第３四半期連結会計期間 379,942 － 379,942 

当第３四半期連結会計期間 411,469 － 411,469 

うち定期性預金 
前第３四半期連結会計期間 653,105 － 653,105 

当第３四半期連結会計期間 630,848 － 630,848 

うちその他 
前第３四半期連結会計期間 891 1,621 2,512 

当第３四半期連結会計期間 1,028 1,906 2,935 

譲渡性預金 
前第３四半期連結会計期間 － － － 

当第３四半期連結会計期間 － － － 

総合計 
前第３四半期連結会計期間 1,033,940 1,621 1,035,561 

当第３四半期連結会計期間 1,043,346 1,906 1,045,252 

（注）１ 流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金 

２ 定期性預金＝定期預金＋定期積金 

３ 「国内業務部門」とは国内店の円建取引、「国際業務部門」とは国内店の外貨建取引であります。ただし、

円建対非居住者取引は国際業務部門に含めております。 
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国内・海外別貸出金残高の状況 

○ 業種別貸出状況（末残・構成比） 

業種別 
前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間 

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％） 

国内 

（除く特別国際金融取引勘定分） 
602,506 100.00 617,073 100.00 

製造業 73,074 12.13 78,485 12.72 

農業、林業 1,270 0.21 1,187 0.19 

漁業 6 0.00 5 0.00 

鉱業、採石業、砂利採取業 362 0.06 431 0.07 

建設業 23,840 3.96 23,841 3.86 

電気・ガス・熱供給・水道業 4,681 0.78 5,043 0.82 

情報通信業 5,500 0.91 6,067 0.98 

運輸業、郵便業 12,115 2.01 12,599 2.04 

卸売業、小売業 41,724 6.93 44,302 7.18 

金融業、保険業 15,129 2.51 11,339 1.84 

不動産業、物品賃貸業 46,622 7.74 47,614 7.72 

各種サービス業 58,509 9.71 57,864 9.38 

地方公共団体 114,256 18.96 115,671 18.74 

その他 205,412 34.09 212,620 34.46 

海外及び特別国際金融取引勘定分 － － － － 

政府等 － － － － 

金融機関 － － － － 

その他 － － － － 

合計 602,506 ―― 617,073 ―― 

（注） 「国内」とは当行及び連結子会社であります。 

 

(2）事業上及び財務上の対処すべき課題 

 当第３四半期連結累計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに

生じた課題はありません。 

 

(3）研究開発活動 

 該当ありません。 

 

３【経営上の重要な契約等】

 該当ありません。 
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 30,000,000 

Ａ種優先株式 10,000,000 

計（注） 30,000,000 

（注） 当行の発行可能株式総数は30,000,000株であり、普通株式の発行可能種類株式総数及びＡ種優先株式の発行可

能種類株式総数の合計数とは異なります。 

 

②【発行済株式】

種類 
第３四半期会計期間末 
現在発行数（株） 

（2019年12月31日） 

提出日現在発行数 
（株） 

（2020年２月13日） 

上場金融商品取引所名 
又は登録認可金融商品 

取引業協会名 
内容 

普通株式 9,258,856 9,258,856 
東京証券取引所 

（市場第一部） 

単元株式数は100株であり

ます。 

計 9,258,856 9,258,856 ―― ―― 

（注） 提出日現在発行数には、2020年２月１日から報告書を提出する日までの新株予約権の行使により発行された株

式数は含まれておりません。 

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

 該当事項はありません。 

 

②【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。 

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。 

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
（千株） 

発行済株式 
総数残高 
（千株） 

資本金増減額 
（百万円） 

資本金残高 
（百万円） 

資本準備金 
増減額 

（百万円） 

資本準備金 
残高 

（百万円） 

2019年12月31日 － 9,258 － 13,017 － 9,681 

 

（５）【大株主の状況】

 当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

        2019年12月31日現在 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式   － － － 

議決権制限株式（自己株式等）   － － － 

議決権制限株式（その他）   － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 
（自己保有株式） 

－ － 
普通株式 208,600 

完全議決権株式（その他） 普通株式 8,932,300 89,323 － 

単元未満株式 普通株式 117,956 － － 

発行済株式総数   9,258,856 － － 

総株主の議決権   － 89,323 － 

（注）１ 上記の「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が100株

（議決権１個）、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）の株式62,700株（議決権627個）が含ま

れております。なお、当該議決権627個は、議決権不行使となっております。 

２ 上記の「単元未満株式」の欄には、当行所有の自己株式62株が含まれております。 

 

②【自己株式等】

        2019年12月31日現在 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義 

所有株式数 
（株） 

他人名義 
所有株式数 
（株） 

所有株式数の 
合計（株） 

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数の 
割合（％） 

（自己保有株式） 

株式会社長野銀行 
松本市渚２丁目９番38号 208,600 － 208,600 2.25 

計 ―― 208,600 － 208,600 2.25 

（注） 「株式給付信託（BBT）」の信託財産として資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が所有する当行

株式62,700株は、上記自己株式数に含まれておりません。 

 

２【役員の状況】

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、該当ありません。 
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第４【経理の状況】
１ 当行の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」

（昭和57年大蔵省令第10号）に準拠しております。 

 

２ 当行は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（自2019年10月１日 至

2019年12月31日）及び第３四半期連結累計期間（自2019年４月１日 至2019年12月31日）に係る四半期連結財務諸表

について、EY新日本有限責任監査法人の四半期レビューを受けております。 
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

    （単位：百万円） 

  前連結会計年度 
(2019年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(2019年12月31日) 

資産の部    

現金預け金 47,216 56,855 

コールローン及び買入手形 8,776 5,000 

金銭の信託 969 1,017 

有価証券 ※２ 398,431 ※２ 406,211 

貸出金 ※１ 612,960 ※１ 617,073 

外国為替 468 787 

リース債権及びリース投資資産 11,224 11,911 

その他資産 14,288 11,487 

有形固定資産 9,916 9,395 

無形固定資産 653 594 

退職給付に係る資産 691 684 

繰延税金資産 80 79 

支払承諾見返 1,412 1,527 

貸倒引当金 △8,051 △6,748 

資産の部合計 1,099,040 1,115,875 

負債の部    

預金 1,029,655 1,045,252 

借用金 2,103 2,467 

外国為替 0 1 

新株予約権付社債 2,965 2,965 

その他負債 4,351 4,151 

賞与引当金 375 88 

退職給付に係る負債 406 405 

役員退職慰労引当金 23 5 

役員株式給付引当金 54 49 

睡眠預金払戻損失引当金 159 76 

偶発損失引当金 97 115 

繰延税金負債 2,041 2,455 

支払承諾 1,412 1,527 

負債の部合計 1,043,646 1,059,563 

純資産の部    

資本金 13,017 13,017 

資本剰余金 9,722 9,722 

利益剰余金 24,693 25,145 

自己株式 △759 △702 

株主資本合計 46,674 47,183 

その他有価証券評価差額金 8,162 8,599 

退職給付に係る調整累計額 76 62 

その他の包括利益累計額合計 8,239 8,661 

新株予約権 75 48 

非支配株主持分 405 418 

純資産の部合計 55,393 56,311 

負債及び純資産の部合計 1,099,040 1,115,875 
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

    （単位：百万円） 

 
 前第３四半期連結累計期間 

(自 2018年４月１日 
 至 2018年12月31日) 

 当第３四半期連結累計期間 
(自 2019年４月１日 

 至 2019年12月31日) 

経常収益 16,041 16,035 

資金運用収益 9,794 9,880 

（うち貸出金利息） 6,322 6,002 

（うち有価証券利息配当金） 3,441 3,860 

役務取引等収益 876 977 

その他業務収益 4,310 4,367 

その他経常収益 1,059 810 

経常費用 13,988 14,450 

資金調達費用 233 215 

（うち預金利息） 177 160 

役務取引等費用 1,186 1,136 

その他業務費用 3,764 4,195 

営業経費 8,197 8,061 

その他経常費用 ※１ 606 ※１ 841 

経常利益 2,052 1,585 

特別利益 3 3 

固定資産処分益 3 3 

特別損失 65 161 

固定資産処分損 3 2 

減損損失 61 159 

税金等調整前四半期純利益 1,991 1,427 

法人税等 698 449 

四半期純利益 1,293 977 

非支配株主に帰属する四半期純利益 8 14 

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,285 963 
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

    （単位：百万円） 

 
 前第３四半期連結累計期間 

(自 2018年４月１日 
 至 2018年12月31日) 

 当第３四半期連結累計期間 
(自 2019年４月１日 

 至 2019年12月31日) 

四半期純利益 1,293 977 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 △3,270 436 

退職給付に係る調整額 △10 △14 

その他の包括利益合計 △3,281 422 

四半期包括利益 △1,987 1,399 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,996 1,385 

非支配株主に係る四半期包括利益 8 14 
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【注記事項】

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

当第３四半期連結累計期間（自 2019年４月１日 至 2019年12月31日） 

１ 税金費用の処理 

 当行及び連結子会社の税金費用は、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対

する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じることに

より算定しております。 

 

（追加情報）

 当行は、取締役（社外取締役を除く）に信託を通じて当行の株式を交付する取引を行っております。 

(1）取引の概要 

 当行は、取締役の報酬と当行の業績および株式価値との連動性をより明確にし、取締役が中長期的な業績の向

上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、取締役に対する業績連動型株式報酬制度「株式

給付信託（BBT）」を導入しております。 

 本制度は、当行が拠出する金銭を原資として当行株式が信託を通じて取得され、取締役に対して役員株式給付

規程に従って、役位、業績、中期経営計画達成度等に応じて当行株式および当行株式を時価で換算した金額相当

の金銭（以下、「当行株式等」といいます。）が信託を通じて給付される業績連動型の株式報酬制度です。な

お、取締役が当行株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時とします。 

 

(2）信託に残存する自社の株式 

 信託に残存する当行株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により純資産の部に自己株式

として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度139百万円、71,300株、当第

３四半期連結会計期間122百万円、62,700株であります。 

 

（四半期連結貸借対照表関係）

※１ 貸出金のうち、リスク管理債権は次のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

（2019年３月31日） 
当第３四半期連結会計期間 

（2019年12月31日） 

破綻先債権額 1,525百万円 1,380百万円 

延滞債権額 15,690百万円 13,171百万円 

３ヵ月以上延滞債権額 －百万円 －百万円 

貸出条件緩和債権額 529百万円 465百万円 

合計額 17,745百万円 15,016百万円 

 なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

 

※２ 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する保証

債務の額は、次のとおりであります。 

前連結会計年度 
（2019年３月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（2019年12月31日） 

1,552百万円 1,815百万円 
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（四半期連結損益計算書関係）

※１ その他経常費用には、次のものを含んでおります。 

 
前第３四半期連結累計期間 
（自 2018年４月１日 
至 2018年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 2019年４月１日 
至 2019年12月31日） 

貸出金償却 2百万円 3百万円 

貸倒引当金繰入額 56百万円 94百万円 

株式等償却 163百万円 30百万円 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

 当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりでありま

す。 

 
前第３四半期連結累計期間 
（自 2018年４月１日 
至 2018年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 2019年４月１日 
至 2019年12月31日） 

減価償却費 630百万円 571百万円 
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（株主資本等関係）

前第３四半期連結累計期間（自2018年４月１日 至2018年12月31日） 

１ 配当金支払額 

（決議） 株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり 
配当額（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資 

2018年６月26日 

定時株主総会 
普通株式 270 30.00 2018年３月31日 2018年６月27日 

その他 

利益剰余金 

2018年11月９日 

取締役会 
普通株式 225 25.00 2018年９月30日 2018年12月10日 

その他 

利益剰余金 

（注）１ 2018年６月26日定時株主総会決議に基づく配当金の総額には、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ

口）が所有する当行の株式に対する配当金２百万円が含まれております。 

２ 2018年11月９日取締役会決議に基づく配当金の総額には、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）

が所有する当行の株式に対する配当金１百万円が含まれております。 

 

２ 基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の

末日後となるもの 

 該当ありません。 

 

当第３四半期連結累計期間（自2019年４月１日 至2019年12月31日） 

１ 配当金支払額 

（決議） 株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり 
配当額（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資 

2019年６月26日 

定時株主総会 
普通株式 271 30.00 2019年３月31日 2019年６月27日 

その他 

利益剰余金 

2019年11月11日 

取締役会 
普通株式 226 25.00 2019年９月30日 2019年12月９日 

その他 

利益剰余金 

（注）１ 2019年６月26日定時株主総会決議に基づく配当金の総額には、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ

口）が所有する当行の株式に対する配当金２百万円が含まれております。 

２ 2019年11月11日取締役会決議に基づく配当金の総額には、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）

が所有する当行の株式に対する配当金１百万円が含まれております。 

 

２ 基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の

末日後となるもの 

 該当ありません。 
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間（自 2018年４月１日 至 2018年12月31日） 

１ 報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報 

        （単位：百万円） 

  報告セグメント 
調整額 

四半期連結損益 
計算書計上額 

  銀行業務 リース業務 計 

経常収益          

外部顧客に対する経常収益 12,444 3,608 16,053 △11 16,041 

セグメント間の内部経常収

益 
75 212 287 △287 － 

計 12,519 3,820 16,340 △298 16,041 

セグメント利益 1,960 95 2,055 △2 2,052 

（注）１ 一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。 

２ 外部顧客に対する経常収益の調整額△11百万円は、銀行業務の貸倒引当金繰入額であります。 

３ セグメント利益の調整額△２百万円は、セグメント間取引消去であります。 

４ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。 

 

２ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

 銀行セグメントにおいて、営業キャッシュ・フローの低下等により、投資額の回収が見込めなくなったこ

とに伴い、事業用店舗４か所の土地及び建物について帳簿価額を回収可能価額まで減額し減損損失を計上し

ております。 

 なお、当該減損損失の計上額は、当第３四半期連結累計期間においては、61百万円であります。 

 

（のれんの金額の重要な変動） 

 該当事項はありません。 

 

（重要な負ののれん発生益） 

 該当事項はありません。 
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当第３四半期連結累計期間（自 2019年４月１日 至 2019年12月31日） 

１ 報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報 

        （単位：百万円） 

  報告セグメント 
調整額 

四半期連結損益 
計算書計上額 

  銀行業務 リース業務 計 

経常収益          

外部顧客に対する経常収益 12,203 3,838 16,041 △6 16,035 

セグメント間の内部経常収

益 
74 211 286 △286 － 

計 12,277 4,050 16,327 △292 16,035 

セグメント利益 1,418 170 1,588 △3 1,585 

（注）１ 一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。 

２ 外部顧客に対する経常収益の調整額△６百万円は、リース業務の貸倒引当金繰入額であります。 

３ セグメント利益の調整額△３百万円は、セグメント間取引消去であります。 

４ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。 

 

２ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

 銀行セグメントにおいて、営業キャッシュ・フローの低下等により、投資額の回収が見込めなくなったこ

とに伴い、事業用店舗３か所の土地及び建物について帳簿価額を回収可能価額まで減額し減損損失を計上し

ております。 

 なお、当該減損損失の計上額は、当第３四半期連結累計期間においては、159百万円であります。 

 

（のれんの金額の重要な変動） 

 該当事項はありません。 

 

（重要な負ののれん発生益） 

 該当事項はありません。 

 

（金融商品関係）

 金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありま

せん。 
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（有価証券関係）

※ 企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められる

ものは、次のとおりであります。 

 

１ 満期保有目的の債券 

前連結会計年度（2019年３月31日） 

 
連結貸借対照表 
計上額（百万円） 

時価（百万円） 差額（百万円） 

国債 － － － 

地方債 － － － 

社債 21,481 21,881 400 

その他 4,000 3,835 △164 

合計 25,481 25,716 235 

 

当第３四半期連結会計期間（2019年12月31日） 

 
四半期連結貸借対照表 
計上額（百万円） 

時価（百万円） 差額（百万円） 

国債 － － － 

地方債 － － － 

社債 23,846 24,166 319 

その他 4,000 4,026 26 

合計 27,846 28,192 345 

 

２ その他有価証券 

前連結会計年度（2019年３月31日） 

  取得原価（百万円） 
連結貸借対照表 
計上額（百万円） 

差額（百万円） 

株式 11,438 15,156 3,718 

債券 220,891 227,674 6,783 

国債 72,808 76,339 3,530 

地方債 104,238 106,472 2,234 

社債 43,844 44,861 1,017 

その他 127,500 128,525 1,025 

合計 359,830 371,356 11,526 
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当第３四半期連結会計期間（2019年12月31日） 

  取得原価（百万円） 
四半期連結貸借対照表 
計上額（百万円） 

差額（百万円） 

株式 8,811 12,753 3,941 

債券 215,143 220,196 5,052 

国債 71,706 74,523 2,816 

地方債 107,045 108,671 1,625 

社債 36,391 37,001 610 

その他 140,596 143,745 3,149 

合計 364,552 376,695 12,143 

（注）１ 四半期連結貸借対照表計上額（連結貸借対照表計上額）は、株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は

取引金融機関から提示された価格によっております。投資信託は、公表されている基準価格によっておりま

す。 

自行保証付私募債は、私募債の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規

引受を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。なお、残存期間が短期間（１年

以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 

２ その他有価証券のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで

回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表計上額（連

結貸借対照表計上額）とするとともに、評価差額を当第３四半期連結累計期間（連結会計年度）の損失とし

て処理（以下「減損処理」という。）しております。 

前連結会計年度における減損処理額は、411百万円（うち株式411百万円）であります。 

当第３四半期連結累計期間における減損処理額は、30百万円（うち株式30百万円）であります。 

また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、時価が取得原価に対し50％程度以上下落した場

合としております。また、時価が取得原価に対し、30％以上50％未満下落した場合は、過去一定期間におい

て時価が簿価あるいは評価損率が30％未満の水準まで達していない場合、時価が「著しく下落した」と判断

し、時価の回復可能性の判定を行ったうえで、回復の可能性が認められない場合には、減損処理を行うもの

としております。 

 

（デリバティブ取引関係）

 デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありま

せん。 
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（１株当たり情報）

 １株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、

次のとおりであります。 

 
前第３四半期連結累計期間 
（自 2018年４月１日 
至 2018年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 2019年４月１日 
至 2019年12月31日） 

(1）１株当たり四半期純利益 円 143.46 107.28 

（算定上の基礎）      

親会社株主に帰属する四半期純利益 百万円 1,285 963 

普通株主に帰属しない金額 百万円 － － 

普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純利益 
百万円 1,285 963 

普通株式の期中平均株式数 千株 8,958 8,979 

       

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利

益 
円 122.16 91.52 

（算定上の基礎）      

親会社株主に帰属する四半期純利益調

整額 
百万円 － － 

普通株式増加数 千株 1,562 1,546 

希薄化効果を有しないため潜在株式調整後

１株当たり四半期純利益の算定に含めなか

った潜在株式で、前連結会計年度末から重

要な変動があったものの概要 

  ―― ―― 

（注） 株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する当行の株式は、１株当たり四半期純利益及び

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めて

おります。１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上、控除した当該自己

株式の期中平均株式数は、前第３四半期連結累計期間72千株、当第３四半期連結累計期間66千株であります。 

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。 

 

２【その他】

中間配当 

 第61期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）中間配当については、2019年11月11日開催の取締役会におい

て、2019年９月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議し

配当を行っております。 

中間配当金額 226百万円 

１株当たりの中間配当金額 25円00銭 

支払請求の効力発生日及び支払開始日 2019年12月９日 
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
 該当事項はありません。 
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  独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

2020年２月10日

株式会社長野銀行 

取締役会 御中 

 

EY新日本有限責任監査法人 

 

 
指定有限責任社員 
業務執行社員 

  公認会計士 岩崎 裕男  ㊞ 

 

 
指定有限責任社員 
業務執行社員 

  公認会計士 冨田 哲也  ㊞ 

 

 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社長野

銀行の2019年４月１日から2020年３月３１日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(2019年１０月１日から2019

年１２月３１日まで)及び第３四半期連結累計期間(2019年４月１日から2019年１２月３１日まで)に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。 

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任 

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

 

監査人の責任 

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。 

 四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。 

 当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 

 

監査人の結論 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社長野銀行及び連結子会社の2019年１２月３１日現在の財政状

態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重

要な点において認められなかった。 

 

利害関係 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。 

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。 

 


